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1 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｂ２－４４０ きゃはん、脚カバー等 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ２－４４ 一 きゃはん，脚カバー等 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ５－９２１ 靴カバー等 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

きゃはん ゲートル 脚カバー 

スパッツ   
ようとをとわずＤ－ＣＬ
ＡＳＳ８ 

定義 

 身体の保温や装飾、あるいは身体又は衣服の汚れやいたみを防ぐために、脚の全体又はその一部（足

首・はぎ・すね・ひざ・もも）をおおうもので、靴下や装身具類を除いたもののうち、下位分類に該当しないも

のを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

はき物を覆うことを主目的とするカバー（Ｂ５－９２１）や、はき物の機能を補う為のカバー（Ｂ５－９２１）を除

く。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

脚用と腕用の兼用のもの、或いは脚用であるのか腕用であるのか不明確なものについては、上位分類を優

先して、ここ（Ｂ２－４４０）に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録１０８１８７９号 Ｂ２－４４０ 
レッグウォーマー  

登録１１７６１１４号 Ｂ２－４４０ 
シューズカバー 

登録１１４０７７９号 
ズボンの裾カバー 

登録１０９２１９４号 Ｂ５－９２１ 
靴カバー 

登録１０７０６４８号 Ｂ５－９２１ 
靴カバ－ 


